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監査の結果について（公表） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づく監査を

平塚市監査基準（令和２年４月１日施行。以下「基準」という。）に準拠して実施したので、同

条第９項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査の種類及び対象部課 

下記の監査対象課の所管に属する令和３年度の財務監査 

土木部   下水道経営課（企業会計分） 下水道整備課（企業会計分） 

 

２ 監査の実施期間 

令和４年２月８日から３月２５日まで 

 

３ 監査の方法及び監査項目 

基準第２条第１項第１号に基づき、財務に関する事務の執行が法令に適合し、正確で、最

少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを主眼

として、監査対象を抽出し、書面調査等を実施するとともに、関係職員に説明を求めた。 

 

  監査項目 

（１）事務事業及び管理運営事項 

（２）収入事務 

（３）支出事務 

契約事務、補助金等の事務 

（４）財産の管理事務 

（５）庶務その他事務 

 

４ 監査の結果 

基準に準拠して監査した限りにおいての結果は次のとおりである。 

 

土木部 

（１）下水道経営課 下水道整備課 



ア 財務に関する事務の執行について、次の指摘事項については適切に対処されたい。

〇 指摘事項 

契約事務において、農業集落排水事業におけるマンホールにかかる修繕の随意契約

を行った際、平塚市契約規則に定める条項の適用誤りがあったほか、災害用ポンプの

賃貸借契約において、地方自治法施行令の適用条項誤りがあった。 

地方自治法施行令及び平塚市契約規則等に則り事務処理の方法を再度確認し、今後

の事務執行に当たり適正な措置を講じられたい。 

イ 財産の管理事務については、次のとおりである。 

  ・有形固定資産の管理状況については、良好であると認められた。 

・土地、建物の管理状況については、次の表のとおりである。 

施設名 監査結果 

馬入ポンプ場 ①屋上 人工芝の剥がれ 

②屋上 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝに土の堆積あり 

③外壁 北側壁ｸﾗｯｸ 

④外壁 西側壁ﾓﾙﾀﾙの浮き 

⑤扉回り ｼｰﾘﾝｸﾞ材の劣化 

⑥1 階会議室 シミ、塗膜の剥がれ 

⑦2 階操作室 シミ、塗膜の剥がれ 

⑧4 階換気ﾌｧﾝ室 シミ､塗膜の剥がれ 

⑨外構 南側ｱｽﾌｧﾙﾄの剥がれ 

⑩門灯 故障 

馬入貯留管ポンプ場 ①外壁 2 階入口ﾌﾛｱ下 塗膜の剥がれ 

②地下階段 シミ、かび 

③ポンプ室 シミ、かび 

④送風機室 シミ、かび 

⑤西側ﾌｪﾝｽ 内側に傾いている 

 

以 上 


